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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グリーンシートの製造に用いられるグリーンシート製造用剥離フィルムであって、
　第１の面と第２の面とを有する基材と、
　前記基材の前記第１の面側に設けられた平滑化層と、
　前記平滑化層の前記基材と反対の面側に設けられた剥離剤層と、を有し、
　前記平滑化層は、質量平均分子量が９５０以下のメラミン樹脂を主成分として含む平滑
化層形成用組成物を加熱して硬化させることにより形成されており、
　前記剥離剤層は、メラミン樹脂を主成分として含み、かつ、ポリオルガノシロキサンを
含む剥離剤層形成用組成物を加熱して硬化させることにより形成されており、
　前記剥離剤層の外表面の算術平均粗さＲａ１が８ｎｍ以下であり、かつ、前記剥離剤層
の外表面の最大突起高さＲｐ１が５０ｎｍ以下であり、
　前記剥離剤層形成用組成物の固形分中における前記ポリオルガノシロキサンの含有率は
、３～１５質量％であることを特徴とするグリーンシート製造用剥離フィルム。
【請求項２】
　前記平滑化層形成用組成物の固形分中における前記質量平均分子量が９５０以下のメラ
ミン樹脂の含有量は、５０質量％以上である請求項１に記載のグリーンシート製造用剥離
フィルム。
【請求項３】
　前記剥離剤層形成用組成物の固形分中における前記メラミン樹脂の含有量は、６０質量
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％以上である請求項１または２に記載のグリーンシート製造用剥離フィルム。
【請求項４】
　前記平滑化層形成用組成物は、さらに、グリコール系化合物を含んでいる請求項１ない
し３のいずれか１項に記載のグリーンシート製造用剥離フィルム。
【請求項５】
　前記平滑化層の平均膜厚が、０．３～２μｍである請求項１ないし４のいずれか１項に
記載のグリーンシート製造用剥離フィルム。
【請求項６】
　前記剥離剤層の平均膜厚が、０．３～２μｍである請求項１ないし５のいずれか１項に
記載のグリーンシート製造用剥離フィルム。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載のグリーンシート製造用剥離フィルムの製造方
法であって、
　第１の面と第２の面とを有する前記基材を準備する基材準備工程と、
　前記基材の前記第１の面側に、前記平滑化層形成用組成物を塗布した後、塗布された前
記平滑化層形成用組成物を加熱して硬化させることにより前記平滑化層を形成する平滑化
層形成工程と、
　前記平滑化層の前記基材と反対の面側に、前記剥離剤層形成用組成物を塗布した後、塗
布された前記剥離剤層形成用組成物を加熱して硬化させることにより、前記剥離剤層を形
成する剥離剤層形成工程と、を備え、
　前記剥離剤層の外表面の算術平均粗さＲａ１が８ｎｍ以下であり、かつ、前記剥離剤層
の外表面の最大突起高さＲｐ１が５０ｎｍ以下であり、
　前記剥離剤層形成用組成物の固形分中における前記ポリオルガノシロキサンの含有率は
、３～１５質量％であることを特徴とするグリーンシート製造用剥離フィルムの製造方法
。
【請求項８】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載のグリーンシート製造用剥離フィルム上に、セ
ラミックス粉末と、バインダーを含むビヒクルとを含有するグリーンシート形成用材料を
付与し、グリーンシート前駆体を形成するグリーンシート形成用材料付与工程と、
　前記グリーンシート前駆体を固化する固化工程と、を有することを特徴とするグリーン
シートの製造方法。
【請求項９】
　請求項８に記載のグリーンシートの製造方法により製造されたことを特徴とするグリー
ンシート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グリーンシート製造用剥離フィルム、グリーンシート製造用剥離フィルムの
製造方法、グリーンシートの製造方法、およびグリーンシートに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　セラミックコンデンサーの製造において、グリーンシートを形成するためにグリーンシ
ート製造用の剥離フィルムが用いられている。
【０００３】
　この剥離フィルムは、一般に基材と剥離剤層とから構成される。グリーンシートは、こ
のような剥離フィルム上に、セラミックス粒子とバインダー樹脂とを有機溶媒に分散、溶
解させたセラミックスラリーを、塗工して乾燥することで製造される。また、製造された
グリーンシートは、剥離フィルムから剥離して、セラミックコンデンサーの製造に用いら
れる。
【０００４】
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　従来の剥離フィルムを用いたグリーンシートの製造においては、剥離フィルムの表面の
凹凸がグリーンシートに転写されることで、グリーンシートの表面にピンホールが生じる
等の問題があった。
【０００５】
　そこで、剥離フィルム表面の凹凸を可能な限り抑えることで、グリーンシートに対する
凹凸の影響を低減させる試みが行われてきた。このような試みとして、例えば、特許文献
１には、基材シートの一方の表面に、熱硬化樹脂層を設け、該熱硬化樹脂層の表面に剥離
層が設けられている剥離シートを用いることが記載されている。
【０００６】
　しかしながら、近年のセラミックコンデンサーの小型化、高密度化に伴って、グリーン
シートのさらなる薄膜化が求められており、従来の剥離フィルムを用いて薄いグリーンシ
ートを製造しようとすると、グリーンシートの表面にピンホールや部分的な厚みのばらつ
き等が生じてしまうという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－０６９３６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、グリーンシートの表面にピンホールや部分的な厚みのばらつき等が発
生するのを抑制または防止するとともに、剥離フィルムからグリーンシートを剥離する際
にグリーンシートが破損することを抑制または防止することができるグリーンシート製造
用剥離フィルムを提供することにある。また、かかるグリーンシート製造用剥離フィルム
を容易かつ確実に製造することができるグリーンシート製造用剥離フィルムの製造方法を
提供すること、信頼性の高いグリーンシートを容易かつ確実に製造することが可能なグリ
ーンシートの製造方法を提供すること、信頼性の高いグリーンシートを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このような目的は、下記（１）～（９）の本発明により達成される。
　（１）　グリーンシートの製造に用いられるグリーンシート製造用剥離フィルムであっ
て、
　第１の面と第２の面とを有する基材と、
　前記基材の前記第１の面側に設けられた平滑化層と、
　前記平滑化層の前記基材と反対の面側に設けられた剥離剤層と、を有し、
　前記平滑化層は、質量平均分子量が９５０以下のメラミン樹脂を主成分として含む平滑
化層形成用組成物を加熱して硬化させることにより形成されており、
　前記剥離剤層は、メラミン樹脂を主成分として含み、かつ、ポリオルガノシロキサンを
含む剥離剤層形成用組成物を加熱して硬化させることにより形成されており、
　前記剥離剤層の外表面の算術平均粗さＲａ１が８ｎｍ以下であり、かつ、前記剥離剤層
の外表面の最大突起高さＲｐ１が５０ｎｍ以下であり、
　前記剥離剤層形成用組成物の固形分中における前記ポリオルガノシロキサンの含有率は
、３～１５質量％であることを特徴とするグリーンシート製造用剥離フィルム。
【００１０】
　（２）　前記平滑化層形成用組成物の固形分中における前記質量平均分子量が９５０以
下のメラミン樹脂の含有量は、５０質量％以上である上記（１）に記載のグリーンシート
製造用剥離フィルム。
【００１１】
　（３）　前記剥離剤層形成用組成物の固形分中における前記メラミン樹脂の含有量は、
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６０質量％以上である上記（１）または（２）に記載のグリーンシート製造用剥離フィル
ム。
【００１２】
　（４）　前記平滑化層形成用組成物は、さらに、グリコール系化合物を含んでいる上記
（１）ないし（３）のいずれかに記載のグリーンシート製造用剥離フィルム。
【００１３】
　（５）　前記平滑化層の平均膜厚が、０．３～２μｍである上記（１）ないし（４）の
いずれかに記載のグリーンシート製造用剥離フィルム。
【００１４】
　（６）　前記剥離剤層の平均膜厚が、０．３～２μｍである上記（１）ないし（５）の
いずれかに記載のグリーンシート製造用剥離フィルム。
【００１５】
　（７）　上記（１）ないし（６）のいずれかに記載のグリーンシート製造用剥離フィル
ムの製造方法であって、
　第１の面と第２の面とを有する前記基材を準備する基材準備工程と、
　前記基材の前記第１の面側に、前記平滑化層形成用組成物を塗布した後、塗布された前
記平滑化層形成用組成物を加熱して硬化させることにより前記平滑化層を形成する平滑化
層形成工程と、
　前記平滑化層の前記基材と反対の面側に、前記剥離剤層形成用組成物を塗布した後、塗
布された前記剥離剤層形成用組成物を加熱して硬化させることにより、前記剥離剤層を形
成する剥離剤層形成工程と、を備え、
　前記剥離剤層の外表面の算術平均粗さＲａ１が８ｎｍ以下であり、かつ、前記剥離剤層
の外表面の最大突起高さＲｐ１が５０ｎｍ以下であり、
　前記剥離剤層形成用組成物の固形分中における前記ポリオルガノシロキサンの含有率は
、３～１５質量％であることを特徴とするグリーンシート製造用剥離フィルムの製造方法
。
【００１６】
　（８）　上記（１）ないし（６）のいずれかに記載のグリーンシート製造用剥離フィル
ム上に、セラミックス粉末と、バインダーを含むビヒクルとを含有するグリーンシート形
成用材料を付与し、グリーンシート前駆体を形成するグリーンシート形成用材料付与工程
と、
　前記グリーンシート前駆体を固化する固化工程と、を有することを特徴とするグリーン
シートの製造方法。
【００１７】
　（９）　上記（８）に記載のグリーンシートの製造方法により製造されたことを特徴と
するグリーンシート。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、グリーンシート製造用剥離フィルムは、表面の平滑性に優れるととも
に、グリーンシート製造用剥離フィルム上に形成されたグリーンシートに対する剥離性に
優れたものとなる。そのため、本発明のグリーンシート製造用剥離フィルムによれば、グ
リーンシートの表面にピンホールや部分的な厚みのばらつき等が発生するのを抑制または
防止することができる。また、グリーンシートを剥離する際にグリーンシートが破損する
ことを抑制または防止することができる。このようなことから、本発明によれば、信頼性
の高いグリーンシートを製造することが可能なグリーンシート製造用剥離フィルムを提供
することができる。
【００１９】
　また、本発明によれば、信頼性の高いグリーンシートを製造することができるグリーン
シート製造用剥離フィルムを容易かつ確実に製造することができる。また、本発明によれ
ば、信頼性の高いグリーンシートを容易かつ確実に製造することが可能なグリーンシート
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の製造方法を提供することができる。また、本発明によれば、信頼性の高いグリーンシー
トを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明のグリーンシート製造用剥離フィルムの横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明のグリーンシート製造用剥離フィルム、グリーンシート製造用剥離フィル
ムの製造方法、グリーンシートの製造方法、およびグリーンシートについて好適実施形態
に基づいて詳細に説明する。
【００２２】
　≪グリーンシート製造用剥離フィルム≫
　まず、本発明のグリーンシート製造用剥離フィルムについて説明する。
【００２３】
　本発明のグリーンシート製造用剥離フィルムは、グリーンシートの製造に用いられるも
のである。そして、製造されたグリーンシートは、例えば、セラミックコンデンサー等の
製造に用いられる。
【００２４】
　本発明のグリーンシート製造用剥離フィルムは、基材と平滑化層と剥離剤層とを備え、
平滑化層が、質量平均分子量が９５０以下のメラミン樹脂を主成分として含む平滑化層形
成用組成物を加熱して硬化させることにより形成されており、剥離剤層が、メラミン樹脂
を主成分として含み、かつ、ポリオルガノシロキサンとを含む剥離剤層形成用組成物を加
熱して硬化させることにより形成されている。そして、本発明のグリーンシート製造用剥
離フィルムは、剥離剤層の外表面の算術平均粗さＲａ１が８ｎｍ以下であり、かつ、剥離
剤層の外表面の最大突起高さＲｐ１が５０ｎｍ以下である点に特徴を有している。
【００２５】
　このような特徴を有することにより、グリーンシート製造用剥離フィルムは、剥離剤層
の外表面の平滑性に優れるとともに、グリーンシート製造用剥離フィルム上に形成された
グリーンシートに対する剥離性に優れたものとなる。そのため、このグリーンシート製造
用剥離フィルムを用いてグリーンシートを製造すれば、グリーンシートの表面にピンホー
ルや部分的な厚みのばらつき等が発生するのを防止することができる。また、剥離フィル
ムからグリーンシートを剥離する際にグリーンシートが破損することを抑制または防止す
ることができる。このようなことから、本発明のグリーンシート製造用剥離フィルムを用
いれば、信頼性の高いグリーンシートを提供することができる。そして、得られたグリー
ンシートを積層してコンデンサを作製したときに、断線による不具合が発生することを防
ぐことができる。
【００２６】
　以下、本実施形態のグリーンシート製造用剥離フィルム１について説明する。
　図１は、本発明のグリーンシート製造用剥離フィルムの横断面図である。なお、以下の
説明では、図１中の上側を「上」、下側を「下」と言う。
【００２７】
　図１に示すように、グリーンシート製造用剥離フィルム（以下、単に「剥離フィルム」
ということもある。）１は、第１の面１１１と第２の面１１２とを有する基材１１と、基
材１１の第１の面１１１上に設けられた平滑化層１２と、平滑化層１２の第３の面（基材
１１と反対の面）１２１上に設けられた剥離剤層１３とを有している。すなわち、剥離フ
ィルム１は、基材１１と、平滑化層１２と、剥離剤層１３とがこの順に互いに接合するよ
うに積層された三層構造をなすものである。
【００２８】
　なお、剥離フィルム１を用いてグリーンシートを製造する場合には、グリーンシートは
、例えば、剥離剤層１３の外表面１３１上に溶解したセラミックスラリーを塗工すること
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により形成される。このようなグリーンシート製造用剥離フィルム１を用いてグリーンシ
ートを製造する方法については後に詳述する。
【００２９】
　以下に、剥離フィルム１を構成する各層について順次説明する。
　＜基材１１＞
　基材１１は、グリーンシート製造用剥離フィルム１に、剛性、柔軟性等の物理的強度を
付与する機能を有している。
【００３０】
　基材１１は、図１に示すように、第１の面１１１と第２の面１１２とを有する。
　基材１１としては、特に限定されず、例えば、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリ
エチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂などのポリエステル樹脂、
ポリプロピレン樹脂やポリメチルペンテン樹脂などのポリオレフィン樹脂、ポリカーボネ
ートなどのプラスチック等を含む材料で形成されたフィルム等が挙げられ、単層フィルム
であってもよいし、同種または異種の２層以上の多層フィルムであってもよい。
【００３１】
　これらの中でも特に、基材１１としては、ポリエステルフィルムであるのが好ましく、
ポリエチレンテレフタレートフィルムであるのがより好ましく、二軸延伸ポリエチレンテ
レフタレートフィルムであるのがさらに好ましい。ポリエステルフィルムは、その加工時
や使用時等において、埃等が発生しにくいものである。そのため、ポリエステルフィルム
を用いた剥離フィルム１を使用してグリーンシートを製造すれば、埃等によるセラミック
スラリー塗工不良等を特に効果的に防止することができる。その結果、ピンホール等がよ
り少ないグリーンシートを得ることができる。
【００３２】
　また、基材１１には、前記のような材料に加え、フィラー等を含有させてもよい。フィ
ラーとしては、シリカ、酸化チタン、炭酸カルシウム、カオリン、酸化アルミニウム等が
挙げられ、これらのうち１種または２種以上を組み合わせて用いることができる。このよ
うなフィラーを含むことにより、基材１１に機械的強度を付与することができるとともに
、基材１１の表裏面（第１の面１１１および第２の面１１２）の滑り性が向上し、ブロッ
キングを特に抑制することができる。
【００３３】
　また、基材１１は、第１の面１１１の算術平均粗さＲａ２が１～１００ｎｍであり、か
つ、第１の面１１１の最大突起高さＲｐ２が１０～８００ｎｍであるのが好ましい。
【００３４】
　特に、第１の面１１１の算術平均粗さＲａ２は、５～８０ｎｍであるのがより好ましく
、１０～５０ｎｍであるのがさらに好ましい。また、第１の面１１１の最大突起高さＲｐ

２は、２０～５００ｎｍであるのがより好ましく、３０～３００ｎｍであるのがさらに好
ましい。
【００３５】
　第１の面１１１の算術平均粗さＲａ２および最大突起高さＲｐ２が前記範囲内であると
、後述する平滑化層１２の膜厚が比較的薄いものであっても、平滑化層１２によって基材
１１の第１の面１１１の凹凸をより好適に埋め込むことができ、平滑化層１２の第３の面
１２１をより平滑にすることができる。その結果、平滑化層１２上に形成された剥離剤層
１３の外表面１３１に、基材１１の第１の面１１１の凹凸が影響するのをさらに好適に防
ぐことができる。また、第１の面１１１の算術平均粗さＲａ２、および、その最大突起高
さＲｐ２が前記範囲内である基材１１は、比較的安価であるうえに入手が容易である。
【００３６】
　なお、第１の面１１１の算術平均粗さＲａ２および最大突起高さＲｐ２は、例えば、光
干渉式表面形状観察装置（商品名「ＷＹＫＯ－１１００」、株式会社Ｖｅｅｃｏ社製）を
用い、ＰＳＩモード、５０倍率、測定範囲：９１．２×１１９．８μｍにて測定すること
により求めることができる。また、本明細書では、特に断りの無い限り、「算術平均粗さ
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および最大突起高さ」とは、前記のようにして測定された値のことを指す。
【００３７】
　また、基材１１は、第２の面（剥離フィルム１の裏面）１１２の算術平均粗さＲａ３が
１～１００ｎｍであり、かつ、第２の面１１２の最大突起高さＲｐ３が１０～８００ｎｍ
であるのが好ましい。
【００３８】
　特に、第２の面１１２の算術平均粗さＲａ３は、５～８０ｎｍであるのがより好ましく
、１０～５０ｎｍであるのがさらに好ましい。また、第２の面１１２の最大突起高さＲｐ

３は、２０～５００ｎｍであるのがより好ましく、３０～３００ｎｍであるのがさらに好
ましい。
【００３９】
　第２の面１１２の算術平均粗さＲａ３およびその最大突起高さＲｐ３が前記範囲内であ
ると、剥離フィルム１をロール状に巻き取る際に、巻きずれ等が生じるのを好適に防ぐこ
とができる。具体的には、剥離フィルム１は、必要に応じて、紙製、プラスチック製また
は金属製等のコア材にロール状に巻き取り、保管することができる。この際に、第２の面
１１２の算術平均粗さＲａ３、および、その最大突起高さＲｐ３が前記範囲内であると、
剥離フィルム１をロール状に巻き取る際に、空気抜けが良好になり、巻きずれを効果的に
抑制することができる。そのため、剥離フィルム１を巻き取る際に、巻き取り張力を高め
る必要が無く、巻き取り張力に起因する巻き芯部の変形を抑制することが可能となる。
【００４０】
　また、第２の面１１２の算術平均粗さＲａ３およびその最大突起高さＲｐ３が前記範囲
内であると、剥離フィルム１をロール状に巻き取って保管した際に、剥離剤層１３と基材
１１の第２の面１１２とが密着することで生じるブロッキングの発生をより効果的に防止
することができる。そのため、ロール状の剥離フィルム１の繰り出しについても、容易に
行うことができる。
【００４１】
　また、基材１１の平均膜厚は、特に限定されないが、１０～３００μｍであるのが好ま
しく、１５～２００μｍであるのがより好ましい。これにより、剥離フィルム１の柔軟性
を適度なものとしつつ、引裂きや破断等に対する耐性を特に優れたものとすることができ
る。
【００４２】
　＜平滑化層１２＞
　図１に示すように、基材１１の第１の面１１１上には平滑化層１２が設けられている。
【００４３】
　平滑化層１２は、剥離剤層１３の外表面１３１への、基材１１の第１の面１１１の凹凸
の影響を低減する機能を有している。
【００４４】
　この平滑化層１２は、平滑化層形成用組成物を加熱して硬化させることにより得ること
ができる。かかる平滑化層形成用組成物は、質量平均分子量が９５０以下のメラミン樹脂
を主成分として含むものである。ここで、前記主成分とは、平滑化層形成用組成物の固形
分中における含有率が５０質量％を超える成分のことをいう。
【００４５】
　平滑化層形成用組成物は、質量平均分子量が９５０以下のメラミン樹脂主成分としてを
含むことにより、基材１１の第１の面１１１に塗布して加熱する前の平滑化層形成用組成
物の粘度を適度なものとすることができ、適度な流動性を有するものとなる。そのため、
この平滑化層形成用組成物を用いて基材１１の第１の面１１１上に平滑化層１２を形成す
れば、基材１１の第１の面１１１の凹凸をより好適に埋め込むことができる。その結果、
平滑化層１２の第３の面（平滑化層１２の基材と反対の面）１２１をより平滑にすること
ができ、よって、平滑化層１２上に形成された剥離剤層１３の外表面（剥離フィルム１の
外表面）１３１を平滑にすることができる。



(8) JP 6208047 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

【００４６】
　このように、前記メラミン樹脂を含む平滑化層形成用組成物を用いれば、剥離フィルム
１の外表面１３１に基材１１の凹凸が影響してしまうことを抑制または防止することがで
きる。
【００４７】
　特に、基材１１の第１の面１１１の凹凸が比較的大きいものであっても、前記のような
平滑化層形成用組成物を用いることで、基材１１の第１の面１１１の凹凸を好適に埋め込
むことができる。このため、基材１１の第１の面１１１の凹凸が比較的大きいものを用い
た場合であっても、剥離剤層１３の外表面１３１の平滑性に優れた剥離フィルム１を得る
ことができる。
【００４８】
　また、質量平均分子量が前記範囲内のメラミン樹脂を含む平滑化層形成用組成物を用い
れば、得られた平滑化層１２は、耐薬品性に特に優れたものとなる。
【００４９】
　また、平滑化層形成用組成物は、前述したように、質量平均分子量が９５０以下のメラ
ミン樹脂を主成分として含むものであればよいが、特に、質量平均分子量が３００～７０
０のメラミン樹脂を主成分として含むものが好ましく、質量平均分子量が３５０～５００
のメラミン樹脂を主成分として含むものがより好ましい。これにより、前述した効果を顕
著に発揮することができる。
【００５０】
　これに対して、メラミン樹脂の質量平均分子量が前記上限値を超えると、平滑化層形成
用組成物の流動性が低下してしまい、平滑化層１２によって基材１１の第１の面１１１の
凹凸を十分に埋め込むことができない可能性がある。その結果、平滑化層１２の第３の面
１２１は、基材１１の第１の面の凹凸に追従した形状となってしまうおそれがある。
【００５１】
　質量平均分子量が前記範囲内のメラミン樹脂としては、例えば、モノメトキシメチル化
メラミン樹脂、ジメトキシメチル化メラミン樹脂、トリメトキシメチル化メラミン樹脂、
テトラメトキシメチル化メラミン樹脂、ペンタメトキシメチル化メラミン樹脂、ヘキサメ
トキシメチル化メラミン樹脂、ブチル化メラミン樹脂、モノメチロールメラミン樹脂、ジ
メチロールメラミン樹脂、トリメチロールメラミン樹脂、テトラメチロールメラミン樹脂
、ペンタメチロールメラミン樹脂、ヘキサメチロールメラミン樹脂、イミノ基含有メトキ
シメチル化メラミン樹脂等が挙げられるが、これらの中でも、反応性に優れているという
点からも、ヘキサメトキシメチル化メラミン樹脂であるのが好ましい。これにより、膜厚
が比較的薄い平滑化層１２を形成したとしても、基材１１の第１の面１１１の凹凸をより
容易かつ確実に埋めることができる。また、平滑化層１２は、耐薬品性に優れたものとな
る。これにより、平滑化層１２上に溶剤を含む剥離剤層形成用組成物を塗布して剥離剤層
１３を設けた場合に、剥離剤層形成用組成物に含まれる溶剤により平滑化層１２が膨潤す
ることや、溶解して脱落することなどを回避することができる。
【００５２】
　また、平滑化層形成用組成物（固形分換算）中における前記メラミン樹脂の含有率は、
前述したように、５０質量％超であればよいが、６０質量％以上であることがより好まし
く、６５質量％以上であることがさらに好ましい。これにより、基材１１の第１の面１１
１に塗布して加熱する前の平滑化層形成用組成物の粘度をより適度なものとすることがで
きる。
【００５３】
　このような前記メラミン樹脂を含む平滑化層形成用組成物には、さらに、希釈剤（反応
性希釈剤）として水酸基を有するものを含むことが好ましく、分子両末端に水酸基を有す
るものを含むことがより好ましく、グリコール系化合物を含むことがさらに好ましい。
【００５４】
　このような希釈剤は、平滑化層形成用組成物の粘度を低下させ、平滑化層形成用組成物
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が加熱されることで前記メラミン樹脂と結合（架橋）するものである。したがって、水酸
基を有する希釈剤を含むことで、平滑化層形成用組成物の流動性をより好適なものとする
ことができる。このため、このような希釈剤を含む平滑化層形成用組成物を用いれば、基
材１１の第１の面１１１の凹凸をよりに好適に埋め込むことができる。
【００５５】
　特に、グリコール系化合物は、分子両末端に水酸基を有する化合物であり、比較的分子
量が小さく、前記メラミン系樹脂に比べて粘度が低い化合物である。そのため、グリコー
ル化合物を含むことにより、前記メラミン樹脂を含む平滑化層形成用組成物の粘度をより
低下させることができ、よって、より適度な流動性を有する平滑化層形成用組成物を得る
ことができる。
【００５６】
　グリコール系化合物としては、具体的には、例えば、メタンジオール、エタンジオール
、１，３－プロパンジオール、１，４－ブタンジオール、２－メチル－１，３－プロパン
ジオール等が挙げられ、これらの中でも、２－メチル－１，３－プロパンジオールである
のが好ましい。これにより、平滑化層形成用組成物の粘度をより最適なものに設定するこ
とができ、基材１１の第１の面１１１の凹凸をより効果的に埋め込むことができる。
【００５７】
　このような水酸基を有する希釈剤を含む場合には、平滑化層形成用組成物（固形分換算
）中における水酸基を有する希釈剤の含有率は、１０～４５質量％が好ましく、１５～４
０質量％がより好ましい。
【００５８】
　水酸基を有する希釈剤の含有率が前記下限値未満であると、平滑化層形成用組成物中に
含まれる材料の種類等によっては、平滑化層形成用組成物の粘度が非常に高くなるおそれ
がある。また、水酸基を有する希釈剤の含有率が前記上限値を超えても、水酸基を有する
希釈剤を含むことによる効果をそれ以上高めことができず、また、平滑化層形成用組成物
中に含まれる水酸基を有する希釈剤以外の材料の含有率が低下してしまう。
【００５９】
　また、平滑化層形成用組成物には、硬化触媒として酸性触媒が含まれていることが好ま
しい。酸性触媒は、前記メラミン樹脂の架橋反応を促進する架橋反応触媒として作用する
。そのため、酸性触媒を含むことにより、平滑化層形成用組成物が加熱されたときに、メ
ラミン樹脂の架橋反応を開始させたり、その架橋反応の反応速度を速めたりすることがで
きる。このため、平滑化層形成用組成物の硬化反応をより効率よく進行させることができ
る。
【００６０】
　酸性触媒としては、特に限定されず、前述したような架橋反応触媒として機能するもの
であればいかなるものであってもよいが、例えば、ｐ－トルエンスルホン酸、メタンスル
ホン酸などの有機系の酸性触媒等が挙げられ、これらのうち１種または２種以上を組み合
わせて用いることができる。これらの中でも特に、酸性触媒としては、ｐ－トルエンスル
ホン酸を含むことが好ましい。これにより、平滑化層形成用組成物の硬化反応をさらに効
率よく進行させることができる。
【００６１】
　このような酸性触媒を含む場合には、平滑化層形成用組成物（固形分換算）中における
酸性触媒の含有率は、０．１～１５質量％が好ましく、０．５～１０質量％がより好まし
い。
【００６２】
　酸性触媒の含有率が前記下限値未満であると、平滑化層形成用組成物中に含まれる材料
の種類等によっては、平滑化層形成用組成物が硬化する速度が非常に遅くなるおそれがあ
る。また、酸性触媒の含有率が前記上限値を超えても、酸性触媒を含むことによる効果を
それ以上高めることができず、また、平滑化層形成用組成物中に含まれる酸性触媒以外の
材料の含有率が低下してしまう。
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【００６３】
　また、平滑化層形成用組成物は、必要に応じて、溶媒を含むものであってもよい。
　溶媒としては、特に限定されないが、例えば、ジメチルケトン、メチルエチルケトン、
ジエチルケトン、シクロヘキサンノンなどのケトン類、ベンゼン、トルエン、キシレンな
どの芳香族炭化水素類、ヘキサン、ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素類、ヘキサ
ン、ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素類、メタノール、エタノール、イソプロパ
ノールなどのアルコール類等や、これらの混合溶媒等が挙げられる。
【００６４】
　また、平滑化層形成用組成物中における溶媒の含有率としては、特に限定されず、平滑
化層形成用組成物を用いて平滑化層１２を形成する際の粘度を適当な範囲にするよう、適
宜選定すればよい。
【００６５】
　また、平滑化層形成用組成物には、必要に応じて、前述した材料（メラミン樹脂、水酸
基を有する希釈剤、酸性触媒、および溶媒）以外のその他の成分が含まれていてもよい。
その他の成分としては、例えば、前記メラミン樹脂（質量平均分子量が９５０以下のメラ
ミン樹脂）以外の熱硬化性樹脂、水酸基を有する希釈剤以外の希釈剤、酸性触媒以外の硬
化触媒、表面調整剤、染料、分散剤、帯電防止剤等が挙げられる。
【００６６】
　また、平滑化層１２の第３の面（平滑化層１２の基材と反対の面）１２１は、その算術
平均粗さＲａ４が３０ｎｍ以下であり、かつ、その最大突起高さＲｐ４が３００ｎｍ以下
であることが好ましい。特に、第３の面１２１の算術平均粗さＲａ４が１０ｎｍ以下であ
るのが好ましい。また、第３の面１２１の最大突起高さＲｐ４が、２００ｎｍ以下である
ことが好ましい。
【００６７】
　第３の面１２１の算術平均粗さＲａ４および最大突起高さＲｐ４が前記範囲内であれば
、基材１１の第１の面１１１の凹凸が剥離剤層１３の外表面１３１に影響することをより
好適に防ぐことができる。
【００６８】
　これに対し、第３の面１２１の算術平均粗さＲａ４が前記上限値を超えると、第１の面
１１１の凹凸が外表面１３１に影響することを低減するために、平滑化層１２の厚みを厚
くするか、剥離剤層１３と平滑化層１２との間に、新たな平滑化層をさらに設ける必要が
生じる場合がある。
【００６９】
　また、第３の面１２１の最大突起高さＲｐ４が前記上限値を超えると、第１の面１１１
の凹凸が外表面１３１に影響することを低減するために、平滑化層１２の厚みを厚くする
か、剥離剤層１３と平滑化層１２との間に、新たな平滑化層をさらに設ける必要が生じる
場合がある。
【００７０】
　また、平滑化層１２の平均膜厚は、特に限定されないが、０．３～２μｍであるのが好
ましく、０．４～１μｍであるのがより好ましい。これにより、基材１１の第１の面１１
１の凹凸をより的確に埋め込むことができ、外表面１３１の平滑性をより高いものとする
ことができる。
【００７１】
　これに対して、平滑化層１２の平均膜厚が前記下限値未満であると、剥離剤層１３の膜
厚等によっては、外表面１３１の平滑性が不十分となり、グリーンシートを剥離剤層１３
上に形成したときに、グリーンシートにピンホールや部分的な厚みのばらつきが発生する
おそれがある。また、平滑化層１２の平均膜厚が前記上限値を超えると、平滑化層形成用
組成物を構成する成分等によっては、平滑化層１２の硬化収縮により剥離フィルム１にカ
ールが発生し易くなるおそれがある。
【００７２】
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　＜剥離剤層１３＞
　図１に示すように、平滑化層１２の第３の面１２１上には剥離剤層１３が設けられてい
る。
　この剥離剤層１３は、剥離フィルム１に剥離性を付与する機能を有している。
【００７３】
　この剥離剤層１３は、剥離剤層形成用組成物を加熱して硬化させることにより得ること
ができる。かかる剥離剤層形成用組成物は、メラミン樹脂を主成分として含み、かつ、ポ
リオルガノシロキサンを含むものである。ここで、前記主成分とは、剥離剤層形成用組成
物の固形分中における含有率が５０質量％を超える成分のことをいう。
【００７４】
　このような剥離剤層形成用組成物を用いて形成された剥離剤層１３は、外表面１３１付
近にポリオルガノシロキサンに由来する成分が偏析した状態となっている。これは、剥離
剤層形成用組成物中に含まれるメラミン樹脂と、ポリオルガノシロキサンとの相溶性が低
いことによる。具体的には、剥離剤層形成用組成物を平滑化層１２上に塗布して塗布層を
形成し、この塗布層を加熱して硬化する間に、メラミン樹脂とポリオルガノシロキサンと
の相溶性が低いために、ポリオルガノシロキサンに由来する成分が塗布層の表面付近に偏
析し易くなるためである。
【００７５】
　このポリオルガノシロキサンは、グリーンシートに対する剥離性に優れた成分であるた
め、外表面１３１付近にポリオルガノシロキサンに由来する成分が偏析した状態となるこ
とで、剥離フィルム１は、グリーンシートに対する剥離性に優れたものとなる。これによ
り、剥離フィルム１の外表面１３１上にグリーンシートを形成し、そのグリーンシートを
剥離フィルム１から剥離しようとするときに、グリーンシートが剥離フィルム１に必要以
上に密着してしまうことを抑制または防止することができる。したがって、剥離フィルム
１からグリーンシートを上手く剥がすことができず、グリーンシートが破損してしまうと
いうことを抑制または防止することができる。
【００７６】
　また、剥離剤層形成用組成物（固形分換算）中における前記メラミン樹脂の含有率は、
前述したように、５０質量％超であればよいが、６０質量％以上であることがより好まし
く、６５質量％以上であることがさらに好ましい。これにより、平滑化層１２の第３の面
１２１に塗布して加熱する前の剥離剤層形成用組成物の粘度をより適度なものとすること
ができる。
【００７７】
　また、剥離剤層形成用組成物は、前述したように、メラミン樹脂を主成分として含むも
のであればよいが、質量平均分子量が９５０以下のメラミン樹脂を主成分として含むもの
であるのが好ましく、質量平均分子量が３００～７００のメラミン樹脂を主成分として含
むものであるのがより好ましく、質量平均分子量が３５０～５００のメラミン樹脂を主成
分として含むものであるのがさらに好ましい。これにより、剥離剤層形成用組成物の粘度
を適度なものとすることができ、剥離剤層形成用組成物は、適度な流動性を有するものと
なる。そのため、この剥離剤層形成用組成物を用いて剥離剤層１３を形成すると、平滑化
層１２によって埋め込みきれなかった基材１１の凹凸をより的確に埋め込むことができる
。また、質量平均分子量が前記範囲内である剥離剤層形成用組成物は、耐薬品性に優れた
ものとなる。これにより、平滑化層１２上に溶剤を含む剥離剤層形成用組成物を塗布して
剥離剤層１３を形成した場合に、剥離剤層１３が膨潤することや、溶解して脱落すること
などを回避することができる。
【００７８】
　また、メラミン樹脂としては、具体的には、例えば、モノメトキシメチル化メラミン樹
脂、ジメトキシメチル化メラミン樹脂、トリメトキシメチル化メラミン樹脂、テトラメト
キシメチル化メラミン樹脂、ペンタメトキシメチル化メラミン樹脂、ヘキサメトキシメチ
ル化メラミン樹脂、ブチル化メラミン樹脂、モノメチロールメラミン樹脂、ジメチロール
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メラミン樹脂、トリメチロールメラミン樹脂、テトラメチロールメラミン樹脂、ペンタメ
チロールメラミン樹脂、ヘキサメチロールメラミン樹脂、イミノ基含有メトキシメチル化
メラミン樹脂等が挙げられ、これらのうち１種または２種以上を組み合わせて用いること
ができる。これらの中でも、反応性に優れているという点から、ヘキサメトキシメチル化
メラミン樹脂であるのが好ましい。特に、ヘキサメトキシメチル化メラミン樹脂を含む剥
離剤層形成用組成物を用いて剥離剤層１３を形成することで、平滑化層１２によって埋め
きれなかった基材１１の第１の面１１１の凹凸があった場合でも、その凹凸をより的確に
埋め込むことができる。
【００７９】
　また、剥離剤層形成用組成物に含まれるメラミン樹脂と平滑化層形成用組成物に含まれ
るメラミン樹脂とは、共に、同じものであることが好ましく、特に、ヘキサメトキシメチ
ル化メラミン樹脂であるのが好ましい。これにより、剥離剤層１３の平滑化層１２への密
着性をさらに高めることができ、平滑化層１２から剥離剤層１３が不本意に剥離すること
を防ぐことができ、耐薬品性に優れたものとなる。
【００８０】
　また、ポリオルガノシロキサンとしては、カルボキシル基、メトキシ基、水酸基等の反
応性官能基を有するものが好ましく、特に、分子末端に水酸基を有するシラノール末端ポ
リジメチルシロキサンであることが好ましい。
【００８１】
　このようにポリオルガノシロキサンが反応性官能基を有することで、ポリオルガノシロ
キサンにメラミン樹脂との反応性を持たせることができる。そのため、剥離剤層形成用組
成物を加熱することにより硬化させるときに、ポリオルガノシロキサンが主骨格となるメ
ラミン樹脂の架橋構造を形成することができる。よって、得られた剥離フィルム１上にグ
リーンシートを形成したときに、剥離剤層１３のポリオルガノシロキサンに由来する成分
がグリーンシートへ転着することを抑制することができる。
【００８２】
　特に、ポリオルガノシロキサンとして分子末端に水酸基を有するシラノール末端ポリジ
メチルシロキサンを用いると、前述した効果を特に顕著に発揮することができる。
【００８３】
　剥離剤層形成用組成物（固形分換算）中におけるポリオルガノシロキサンの含有率は、
３～１５質量％が好ましく、５～１２質量％であることが特に好ましい。
【００８４】
　ポリオルガノシロキサンの含有率が前記下限値未満であると、剥離剤層形成用組成物中
に含まれるポリオルガノシロキサン以外の材料の種類やその含有量等によっては、剥離剤
層１３の剥離性が不十分となり、剥離フィルム１からグリーンシートを剥離する際に正常
に剥離できないおそれがある。
【００８５】
　一方、ポリオルガノシロキサンの含有率が前記上限値を超えると、平滑化層１２上に形
成された塗布層（剥離剤層形成用組成物を塗布することで得られた層）の表面付近に偏析
するポリオルガノシロキサンに由来する成分の偏析量が増大することで、塗布層の表面に
斑が生じるおそれがある。また、得られた剥離フィルム１の外表面１３１上にセラミック
スラリーを塗布する際に、セラミックスラリーの塗工性が悪化してセラミックスラリーの
弾きが発生するおそれがある。その結果、グリーンシートにピンホールが発生し、グリー
ンシートの特性が悪化するおそれがある。
【００８６】
　このような前記メラミン樹脂を含む剥離剤層形成用組成物には、さらに、希釈剤（反応
性希釈剤）として水酸基を有するものを含むことが好ましく、分子両末端に水酸基を有す
るものを含むことがより好ましく、グリコール系化合物を含むことがさらに好ましい。
【００８７】
　このような希釈剤は、剥離剤層形成用組成物の粘度を低下させるものであり、剥離剤層
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形成用組成物が加熱されることで前記メラミン樹脂と結合（架橋）する。したがって、こ
のような希釈剤を含むことで、剥離剤層形成用組成物の流動性をより好適なものとするこ
とができ、よって、平滑化層１２によって、埋め込みきれなかった基材１１の凹凸があっ
た場合でも、その凹凸をより的確に埋め込むことができる。
【００８８】
　特に、グリコール系化合物は、分子両末端に水酸基を有する化合物であり、比較的分子
量が小さく、前記メラミン系樹脂に比べて粘度が低い化合物である。そのため、グリコー
ル化合物を含むことにより、剥離剤層形成用組成物の粘度をより低下させることができ、
よって、より適度な流動性を有する剥離剤層形成用組成物を得ることができる。
【００８９】
　グリコール系化合物としては、例えば、メタンジオール、エタンジオール、１，３－プ
ロパンジオール、１，４－ブタンジオール、２－メチル－１，３－プロパンジオール等が
挙げられ、これらの中でも、２－メチル－１，３－プロパンジオールであるのが好ましい
。これにより、剥離剤層形成用組成物の粘度をより最適なものに設定することができ平滑
化層１２によって、埋め込みきれなかった基材１１の凹凸があった場合でも、その凹凸を
さらに的確に埋め込むことができる。
【００９０】
　このような水酸基を有する希釈剤を含む場合には、剥離剤層形成用組成物（固形分換算
）中における水酸基を有する希釈剤の含有率は、１０～４５質量％が好ましく、１５～４
０質量％がより好ましい。
【００９１】
　水酸基を有する希釈剤の含有率が前記下限値未満であると、剥離剤層形成用組成物中に
含まれる材料の種類等によっては、剥離剤層形成用組成物の粘度が非常に高くなるおそれ
がある。また、水酸基を有する希釈剤の含有率が前記上限値を超えても、水酸基を有する
希釈剤を含むことによる効果をそれ以上高めことができず、また、剥離剤層形成用組成物
中に含まれる水酸基を有する希釈剤以外の材料の含有率が低下してしまう。
【００９２】
　また、剥離剤層形成用組成物には、硬化触媒として酸性触媒が含まれていることが好ま
しい。メラミン樹脂の架橋反応を促進する架橋反応触媒として作用する。そのため、酸性
触媒を含むことにより、剥離剤層形成用組成物の硬化反応をより効率よく進行させること
ができる。
【００９３】
　酸性触媒としては、特に限定されず、メラミン樹脂との架橋反応触媒として機能するも
のであればいかなるものであってもよいが、具体例には、例えば、ｐ－トルエンスルホン
酸、メタンスルホン酸などの有機系の酸性触媒等が挙げられ、これらのうち１種または２
種以上を組み合わせて用いることができる。酸性触媒としては、これらの中でも特に、ｐ
－トルエンスルホン酸を含むことが好ましい。これにより、剥離剤層形成用組成物の硬化
反応をさらに効率よく進行させることができる。
【００９４】
　このような酸性触媒を含む場合には、剥離剤層形成用組成物（固形分換算）中における
酸性触媒の含有率は、０．１～１５質量％が好ましく、０．５～１０質量％がより好まし
い。
【００９５】
　酸性触媒の含有率が前記下限値未満であると、剥離剤層形成用組成物中に含まれる材料
の種類等によっては、剥離剤層形成用組成物が硬化する速度が非常に遅くなるおそれがあ
る。また、酸性触媒の含有率が前記上限値を超えても、酸性触媒を含むことによる効果を
それ以上高めことができず、また、剥離剤層形成用組成物中に含まれる酸性触媒以外の材
料の含有率が低下してしまう。
【００９６】
　また、剥離剤層形成用組成物は、必要に応じて、溶媒を含むものであってもよい。
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　溶媒としては、特に限定されないが、例えば、ジメチルケトン、メチルエチルケトン、
ジエチルケトン、シクロヘキサンノンなどのケトン類、ベンゼン、トルエン、キシレンな
どの芳香族炭化水素類、ヘキサン、ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素類、ヘキサ
ン、ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素類、メタノール、エタノール、イソプロパ
ノールなどのアルコール類等や、これらの混合溶媒等が挙げられる。
【００９７】
　また、剥離剤層形成用組成物中における溶媒の含有率としては、特に限定されず、剥離
剤層形成用組成物を用いて平滑化層１２を形成する際の粘度を適当な範囲にするよう、適
宜選定すればよい。
【００９８】
　また、剥離剤層形成用組成物には、必要に応じて、前述した材料（メラミン樹脂、水酸
基を有する希釈剤、酸性触媒、および溶媒）以外のその他の成分が含まれていてもよい。
その他の成分としては、例えば、前記メラミン樹以外の熱硬化性樹脂、水酸基を有する希
釈剤以外の希釈剤、酸性触媒以外の硬化触媒、表面調整剤、染料、分散剤、帯電防止剤等
が挙げられる。
【００９９】
　また、前述したように、剥離剤層１３の外表面（剥離フィルム１の外表面）１３１は、
算術平均粗さＲａ１が８ｎｍ以下であり、かつ、外表面１３１の最大突起高さＲｐ１が５
０ｎｍ以下である。特に、外表面１３１の算術平均粗さＲａ１が６ｎｍ以下であるのが好
ましい。また、外表面１３１の最大突起高さＲｐ１が４０ｎｍ以下であることが好ましい
。
【０１００】
　剥離剤層１３の外表面１３１の算術平均粗さＲａ１および最大突起高さＲｐ１が前記範
囲内であると、グリーンシートを形成する際に、外表面１３１の凹凸形状がグリーンシー
トに転写されることでグリーンシートの表面にピンホール等が発生するのをより好適に防
ぐことができる。その結果、表面がより高平滑なグリーンシートを得ることができる。
【０１０１】
　また、剥離剤層１３は、平均膜厚が、０．３～２μｍであるのが好ましく、０．５～１
μｍであるのがより好ましい。剥離剤層１３の厚さが前記下限値未満であると、剥離剤層
１３を構成する材料等によっては、剥離剤層１３の平滑性が不十分となり、グリーンシー
トを剥離フィルム１上に形成したときに、グリーンシートにピンホールや部分的な厚みの
ばらつきが発生するおそれがある。一方、剥離剤層１３の厚さが前記上限値を超えると 
、剥離剤層１３の硬化収縮により剥離フィルム１にカールが発生し易くなるおそれがある
。
【０１０２】
　≪グリーンシート製造用剥離フィルムの製造方法≫
　次に、本発明のグリーンシート製造用剥離フィルムの製造方法について説明する。
【０１０３】
　以下、本実施形態のグリーンシートの製造方法について説明する。
　本実施形態の剥離フィルム１の製造方法は、基材１１を準備する基材準備工程と、基材
１１の第１の面１１１上に平滑化層形成用組成物を塗布し、加熱して硬化させることによ
り平滑化層１２を形成する平滑化層形成工程と、平滑化層１２の第３の面１２１上に平滑
化層形成用組成物を塗布し、加熱して硬化させることにより剥離剤層１３を形成する剥離
剤層形成工程とを有している。
【０１０４】
　以下、各工程について詳細に説明する。
　＜基材準備工程＞ 
　まず、基材１１を準備する。
　基材１１としては、前述したような構成の基材１１を用いることができる。
【０１０５】
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　また、基材１１の第１の面１１１に、酸化法などによる表面処理、あるいはプライマー
処理を施すことができる。これにより、基材１１と、基材１１上に設けられる平滑化層１
２との密着性を向上させることができる。
【０１０６】
　このような表面処理としては、基材１１の種類等に応じて適宜選択すればよいが、例え
ば、コロナ放電処理、プラズマ放電処理、クロム酸化処理（湿式）、火炎処理、熱風処理
、オゾン処理、紫外線照射処理等が挙げられる。これらの中でも特に、平滑化層１２との
密着性に優れ、処理の操作が簡便である点から、コロナ放電処理を用いることがより好ま
しい。
【０１０７】
　＜平滑化層形成工程＞ 
　次に、基材１１の第１の面１１１上に、平滑化層１２を形成する。
【０１０８】
　本工程では、まず、平滑化層形成用組成物を準備する。
　平滑化層形成用組成物としては、前述したようなメラミン樹脂を単独のものを用いても
よいし、これに加え、必要に応じて前述したような水酸基を有する希釈剤、酸性触媒、溶
媒、その他の成分を混合したものを用いてもよい。
【０１０９】
　次に、基材１１の第１の面１１１上に、液状をなす平滑化層形成用組成物を塗布して乾
燥することにより、塗布層を得る。ここで、前述したように、平滑化層形成用組成物は、
適度な流動性を有するものである。このため、基材１１の第１の面１１１上に平滑化層形
成用組成物を塗布して乾燥することで、基材１１の第１の面１１１の凹凸を的確に埋め込
み、外表面が平滑な塗布層を得ることができる。
【０１１０】
　平滑化層形成用組成物を塗布する方法としては、例えば、グラビアコート法、バーコー
ト法、スプレーコート法、スピンコート法、エアーナイフコート法、ロールコート法、ブ
レードコート法、ゲートロールコート法、ダイコート法等が挙げられる。これらの中でも
特に、グラビアコート法、バーコート法であるのがより好ましい。これにより、目的とす
る厚さの塗布層を容易に形成することができる。
【０１１１】
　次に、得られた塗布層を、加熱して硬化させることにより平滑化層１２を形成する。加
熱することで、第１の面１１１の凹凸を的確に埋め込んだ状態の塗布層を、塗布層の外表
面の平滑性を保持したまま硬化させる。これにより、第３の面１２１が十分に平滑である
平滑化層１２を得ることができる。
【０１１２】
　ここで、平滑化層形成用組成物中に溶媒を含む場合には、塗布層を加熱して硬化させる
ことにより塗布層（塗布された平滑化層形成用組成物）中の溶媒が除去される。この溶媒
が除去されることで平滑化層１２が得られる。
【０１１３】
　加熱方法としては、特に限定されないが、例えば、熱風乾燥炉などで加熱する方法等が
挙げられる。
【０１１４】
　また、加熱条件としては、特に限定されないが、加熱温度は、１２０℃以上１４０°以
下であるのが好ましく、加熱時間は３０秒以上であるのが好ましい。これにより、熱収縮
により平滑化層１２の平滑性が低下するなど、平滑化層１２が不本意に変質することを防
ぐことができるとともに、平滑化層１２を特に効率よく形成することができる。また、加
熱温度が前記範囲のものであると、平滑化層形成用組成物が溶媒等を含むものである場合
に、加熱時に溶媒等が蒸発することによって生じる平滑化層１２の反りやひび等の発生を
防ぐことができる。
【０１１５】
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　＜剥離剤層形成工程＞
　次に、平滑化層１２の第３の面１２１上に、剥離剤層１３を形成する。
【０１１６】
　本工程では、まず、剥離剤層形成用組成物を準備する。
　剥離剤層形成用組成物としては、前述したようなメラミン樹脂、およびポリオルガノシ
ロキサンのみを含むものを用いてもよいし、これらに加え、必要に応じて前述したような
水酸基を有する希釈剤、酸性触媒、溶媒、その他の成分を混合したものを用いてもよい。
【０１１７】
　次に、平滑化層１２の第３の面１２１上に、液状をなす剥離剤層形成用組成物を塗布し
て乾燥することにより、塗布層を得る。
【０１１８】
　剥離剤層形成用組成物を塗布する方法としては、前述した平滑化層形成用組成物を塗布
する方法にて例示した方法を用いることができ、中でも特に、グラビアコート法、バーコ
ート法であるのがより好ましい。これにより、目的とする厚さの塗布層を容易に形成する
ことができる。
【０１１９】
　次に、得られた塗布層を、加熱して硬化させることにより剥離剤層１３を形成する。こ
れにより、外表面１３１が十分に平滑な剥離剤層１３を得ることができる。
【０１２０】
　ここで、剥離剤層形成用組成物中に溶媒を含む場合には、塗布層を加熱して硬化させる
ことにより塗布層（塗布された剥離剤層形成用組成物）中の溶媒が除去される。この溶媒
が除去されることで剥離剤層１３が得られる。
【０１２１】
　加熱方法としては、特に限定されないが、例えば、熱風乾燥炉などで加熱する方法等が
挙げられる。
【０１２２】
　また、加熱条件としては、特に限定されないが、加熱温度は、１２０℃以上１４０°以
下であるのが好ましく、加熱時間は３０秒以上であるのが好ましい。これにより、熱収縮
により剥離剤層１３の平滑性が低下するなど、剥離剤層１３が不本意に変質すること防ぐ
ことができるとともに、剥離剤層１３を特に効率よく形成することができる。また、加熱
温度が前記範囲のものであると、剥離剤層形成用組成物が溶媒等を含むものである場合に
、加熱時に溶媒等が蒸発することによって生じる剥離剤層１３の反りやひび等の発生を特
に防ぐことができる。
　以上により、剥離フィルム１を得ることができる。
【０１２３】
　以上のような工程によれば、平滑性に優れ、剥離性に優れた信頼性の高い剥離フィルム
１を、容易かつ確実に製造することができる。
【０１２４】
　また、このような剥離フィルム１を用いてグリーンシートを製造すれば、グリーンシー
トの表面にピンホール等が生じるのを防止することができる。
【０１２５】
　≪グリーンシートの製造方法≫
　次に、本発明のグリーンシートの製造方法について説明する。
【０１２６】
　本発明のグリーンシートの製造方法は、前述したような本発明のグリーンシート製造用
剥離フィルムを用いてグリーンシートを製造する方法である。
【０１２７】
　以下、本実施形態のグリーンシートの製造方法について説明する。
　本実施形態のグリーンシートの製造方法は、剥離フィルム１上に、セラミックス粉末と
、バインダーを含むビヒクルとを含有するセラミックスラリー（グリーンシート形成用材
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料）を付与してグリーンシート前駆体を形成するグリーンシート材料付与工程と、グリー
ンシート前駆体を固化する固化工程とを有する。
【０１２８】
　＜グリーンシート材料付与工程＞
　本工程では、まず、剥離フィルム１上にセラミックスラリーを付与にあたり、付与する
セラミックスラリーを準備する。
【０１２９】
　セラミックスラリーは、セラミックス粉末と、バインダーを含むビヒクルとを含有する
ものである。
【０１３０】
　セラミックス粉末としては、特に限定されず、例えば、アルミナ、ジルコニア、ケイ酸
アルミニウム、チタン酸バリウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素、窒化アルミニウム等を含む
粉末が挙げられ、これらのうち１種または２種以上を組み合わせて用いることができ、こ
れらの中でも、チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）であるのが好ましい。チタン酸バリウ
ムは、極めて高い比誘電率を持ち、得られたグリーンシートを用いてセラミックコンデン
サーを形成するのに有効である。
【０１３１】
　また、セラミックス粉末としては、上述した材料に加え、さらに副成分原料が含有され
ていてもよい。
【０１３２】
　副成分原料としては、例えば、酸化物や、焼成により酸化物となる化合物等が挙げられ
る。焼成により酸化物となる化合物としては、炭酸塩、シュウ酸塩、硝酸塩、水酸化物、
有機金属化合物等が挙げらる。
【０１３３】
　このようなセラミックス粉末の形状は、球状、楕円球、状鱗片状、円盤状、楕円盤状、
円柱状、直方体状、針状等がいかなるものであってもよい。
【０１３４】
　セラミックス粉末の形状が球状である場合、その平均粒径は、０．０５～３．０μｍで
あることが好ましく、０．１～０．７μｍであることがより好ましい。
【０１３５】
　また、セラミックス粉末の製造方法としては、特に限定されず、共沈法、ゾル・ゲル法
、アルカリ加水分解法、沈殿混合法、水熱合成法といった湿式法や、乾式法が挙げられる
。
【０１３６】
　例えば、チタン酸バリウムを含むセラミックス粉末は、水熱合成法によって合成された
チタン酸バリウムに、副成分原料を混合することによって得ることができる。また、チタ
ン酸バリウムを含むセラミックス粉末は、炭酸バリウム（ＢａＣＯ３）と酸化チタン（Ｔ
ｉＯ２）と副成分原料とを混合した混合物を仮焼して固相反応させる乾式法によっても得
ることができる。
【０１３７】
　また、セラミックスラリー中におけるセラミックス粉末の含有量としては、特に限定さ
れないが、２０～８０質量％程度とされる。
【０１３８】
　また、ビヒクルは、バインダーを有機溶媒中に溶解した有機ビヒクルであってもよく、
水溶性のバインダーを水に溶解した水系ビヒクルであってもよい。
【０１３９】
　バインダーとしては、特に限定されず、例えば、エチルセルロース、ポリビニルブチラ
ール、ポリビニルアルコール、セルロース、水溶性アクリル樹脂等が挙げられ、これらの
うち１種または２種以上を組み合わせて用いることができる。上述したバインダーのうち
、エチルセルロース、ポリビニルブチラールは、有機ビヒクル中に含まれるバインダーと
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して用いることができ、また、ポリビニルアルコール、セルロース、水溶性アクリル樹脂
は、水系ビヒクル中に含まれるバインダーとして用いることができる。
【０１４０】
　また、セラミックスラリー中におけるバインダーの含有量としては、特に限定されない
が、２～１０質量％程度とされる。
【０１４１】
　また、有機溶媒としては、特に限定されず、例えば、テルピネオール、ブチルカルビト
ール、メチルエチルケトン、アセトン、エタノール、トルエン等が挙げられ、これらのう
ち１種または２種以上を組み合わせて用いることができる。
【０１４２】
　また、セラミックスラリーには、必要に応じて、可塑剤、分散剤、潤滑剤、帯電防止剤
、酸化防止剤等を含有してもよい。
【０１４３】
　可塑剤としては、ポリエチレングリコール、フタル酸エステル、例えばジオクチルフタ
レート、ジブチルフタレート、等が挙げられる。
【０１４４】
　このような可塑剤を含む場合、セラミックスラリー中における可塑剤の含有量としては
、特に限定されないが、０．１～５質量％程度とされる。
【０１４５】
　また、分散剤としては、例えば、オレイン酸、ロジン、グリセリン、オクタデシルアミ
ン、オレイン酸エチル、メンセーデン油等が挙げられる。
【０１４６】
　このような分散剤を含む場合、セラミックスラリー中における分散剤の含有量としては
、特に限定されないが、０．１～５質量％程度とされる。
【０１４７】
　次いで、上述したような材料を含むセラミックスラリーを剥離フィルム１の外表面１３
１側に付与する。
【０１４８】
　セラミックスラリーの剥離フィルム１上への付与は、例えば巻いた状態で保管された剥
離フィルム１の巻きから剥離フィルム１を繰り出し、繰り出された剥離フィルム１上にセ
ラミックスラリーを塗工することにより行うことができる。
【０１４９】
　セラミックスラリーの塗工は、例えば、ドクターブレード法、リップコート法、ロール
コート法、グラビアコート法、ダイコート法等によって行うことができる。
【０１５０】
　＜固化工程＞
　次に、剥離フィルム１上に付与されたセラミックスラリーを固化させる。
【０１５１】
　セラミックスラリーの固化は、例えば、加熱、減圧乾燥によって行うことができる。こ
のセラミックスラリーの固化は、セラミックスラリーから溶媒等を除去することにより行
うことができる。
　これにより、グリーンシートが得られる。
【０１５２】
　以上のようなグリーンシートの製造によれば、平滑性に優れた剥離フィルム１を用いて
グリーンシートを製造しているため、グリーンシートにピンホールや部分的な厚みのばら
つきが発生することを抑制または防止することができる。
【０１５３】
　また、上記グリーンシートの製造によれば、グリーンシートに対する剥離性に優れた剥
離フィルム１を用いてグリーンシートを製造しているため、グリーンシートを形成した後
に、グリーンシートを剥離フィルム１から剥離しようとするときに、グリーンシートが剥
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離フィルム１に必要以上に密着してしまうこと抑制または防止することができる。そのた
め、剥離フィルム１からグリーンシートを上手く剥がすことができず、グリーンシートが
破損してしまうということを抑制または防止することができる。
【０１５４】
　このようなことから、剥離フィルム１を用いてグリーンシートを製造する上記グリーン
シートの製造方法によれば、信頼性の高いグリーンシートを容易かつ確実に得ることがで
きる。
【０１５５】
　≪グリーンシート≫
　次に、本発明のグリーンシートについて説明する。
【０１５６】
　本発明のグリーンシートは、前述したような本発明のグリーンシートの製造方法を用い
て製造されたものである。
【０１５７】
　本実施形態では、剥離フィルム１を用い、上記グリーンシートの製造方法によって、グ
リーンシートを得ることができる。
【０１５８】
　このようにして得られたグリーンシートは、例えば、その表面にペースト状の内部電極
が印刷され、所定サイズに切断後に剥離フィルム１から剥離され、積層された後、静水圧
プレス、所定の形状、大きさに裁断される。その後、脱バインダー、外部電極を設けて焼
成し、めっき処理をすることにより、セラミックコンデンサーとして用いることができる
。
【０１５９】
　この剥離フィルム１を用いて形成されたグリーンシートによりセラミックコンデンサー
を形成すれば、断線による不具合の発生が防止された信頼性の高いセラミックコンデンサ
ーを得ることができる。
【０１６０】
　以上、本発明を好適実施形態に基づいて詳細に説明したが、本発明はこれに限定される
ものではない。本発明のグリーンシート製造用剥離フィルムや本発明のグリーンシートを
構成する各部は、同様の機能を発揮し得る任意の構成のものと置換することができる。ま
た、本発明のグリーンシート製造用剥離フィルムの製造方法や本発明のグリーンシートの
製造方法は、前述した方法に限定されるものではなく、必要に応じて工程が追加されても
よい。
【０１６１】
　例えば、前述した本実施形態では、基材は単層構造のものとして説明したが、これに限
定されず、基材は、同種または異種の２層以上の多層構造のものであってもよい。また、
平滑化層、剥離剤層についても同様に、単層構造のものとして説明したが、これに限定さ
れず、平滑化層、剥離剤層についても、それぞれ、同種または異種の２層以上の多層構造
をなすものであってもよい。
【０１６２】
　また、例えば、前述した実施形態では、グリーンシート製造用剥離フィルムは、基材と
、平滑化層と、剥離剤層とがこの順に互いに接合するように積層された三層構造をなすも
のとして説明したが、これに限定されず、基材と、平滑化層との間に中間層を設けてもよ
い。また、平滑化層と、剥離剤層との間に中間層を設けてもよい。このような中間層とし
ては、基材と平滑化層との密着性や、平滑化層と剥離剤層との密着性を向上させるもので
あってもよく、また、グリーンシート形成前のグリーンシート製造用剥離フィルムを巻き
取る際の帯電の発生をより抑制させるものであってもよい。
【実施例】
【０１６３】
　次に、本発明のグリーンシート製造用剥離フィルムの具体的実施例について説明するが
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、本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。
【０１６４】
　［１］グリーンシート製造用剥離フィルムの作製
　（実施例１）
　まず、基材としての二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム［厚み：３１μｍ、
第１の面の算術平均粗さＲａ２：２３ｎｍ、第１の面の最大突起高さＲｐ２：４１５ｎｍ
、第２の面の算術平均粗さＲａ３：２３ｎｍ、第２の面の最大突起高さＲｐ３：４１５ｎ
ｍ］を用意した。
【０１６５】
　次に、メラミン樹脂［三井サイテック社製 商品名「サイメル３０３」、ヘキサメトキ
シメチルメラミン、質量平均分子量３９０、固形分１００質量％]：１００質量部と、酸
性触媒としてのｐ－トルエンスルホン酸：５質量部と、イソプロピルアルコールとイソブ
チルアルコールとの混合溶媒（質量比率４／１）と、を混合して固形分１５質量％の平滑
化層形成用組成物を得た。
【０１６６】
　次いで、得られた平滑化層形成用組成物をバーコーターで基材１１の第１の面１１１上
に塗布して、塗布層を得た。次に、この塗布層を１２０℃で１分間加熱することにより塗
布層を硬化させることで、平滑化層（厚み：０．５５μｍ）を形成した。
【０１６７】
　次に、メラミン樹脂［三井サイテック社製 商品名「サイメル３０３」、ヘキサメトキ
シメチルメラミン、質量平均分子量３９０、固形分１００質量％] ：９５質量部と、シリ
コーン化合物としてのシラノール末端ポリジメチルシロキサン［信越化学工業（株）製、
ＫＦ-９７０１、固形分１００質量％] ：５質量部と、酸性触媒としてのｐ－トルエンス
ルホン酸：５質量部と、イソプロピルアルコールとイソブチルアルコールとの混合溶媒（
質量比率４／１）と、を混合して固形分１５質量％の剥離剤層形成用組成物を得た。
【０１６８】
　次いで、得られた剥離剤層形成用組成物をバーコーターで平滑化層の第３の面（基材と
は反対の面）上に塗布して、塗布層を得た。次に、この塗布層を１２０℃で１分間加熱す
ることにより塗布層を硬化させることで、剥離剤層（厚み：０．５０μｍ）を形成した。
【０１６９】
　（実施例２）
　下記のようにして得られた平滑化層形成用組成物と剥離剤層形成用組成物とを用いた以
外は、実施例１と同様にしてグリーンシート製造用剥離フィルムを作製した。
【０１７０】
　メラミン樹脂［三井サイテック社製 商品名「サイメル３０３」、ヘキサメトキシメチ
ルメラミン、質量平均分子量３９０、固形分１００質量％]：６５質量部と、希釈剤とし
てのグリコール系化合物［２－メチル－１，３－プロパンジオール、東京化成工業社製、
質量平均分子量９０、固形分１００％]：３０質量部との混合物に、酸性触媒としてのｐ
－トルエンスルホン酸：５質量部と、イソプロピルアルコールとイソブチルアルコールと
の混合溶媒（質量比率４／１）と、を混合して固形分１５質量％の平滑化層形成用組成物
を得た。
【０１７１】
　また、メラミン樹脂［三井サイテック社製 商品名「サイメル３０３」、ヘキサメトキ
シメチルメラミン、質量平均分子量３９０、固形分１００質量％]：６５質量部と、希釈
剤としてのグリコール系化合物［２－メチル－１，３－プロパンジオール、東京化成工業
社製、質量平均分子量９０、固形分１００％]：３０質量部との混合物と、シリコーン化
合物としてのシラノール末端ポリジメチルシロキサン［信越化学工業（株）製、ＫＦ-９
７０１、固形分１００質量％]：５質量部と、酸性触媒としてのｐ－トルエンスルホン酸
：５質量部と、イソプロピルアルコールとイソブチルアルコールとの混合溶媒（質量比率
４／１）と、を混合して固形分１５質量％の剥離剤層形成用組成物を得た。
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【０１７２】
　（実施例３）
　基材として、二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム［厚み：３１μｍ、第１の
面の算術平均粗さＲａ２：１９ｎｍ、第１の面の最大突起高さＲｐ２：２１６ｎｍ、第２
の面の算術平均粗さＲａ３：１９ｎｍ、第２の面の最大突起高さＲｐ３：２１６ｎｍ］を
用いた以外は、実施例１と同様にしてグリーンシート製造用剥離フィルムを作製した。
【０１７３】
　（実施例４～６）
　各層（平滑化層や剥離剤層）の厚みを表１に示すように変更した以外は、実施例１と同
様にしてグリーンシート製造用剥離フィルムを作製した。
【０１７４】
　（比較例１）
　平滑化層を設けなかった以外は、実施例１と同様にしてグリーンシート製造用剥離フィ
ルムを作製した。
【０１７５】
　（比較例２）
　平滑化層の厚みを０．２０μｍに変更した以外は、実施例１と同様にしてグリーンシー
ト製造用剥離フィルムを作製した。
【０１７６】
　（比較例３）
　下記のようにして得られた剥離剤層形成用組成物を用いた以外は、実施例１と同様にし
てグリーンシート製造用剥離フィルムを作製した。
【０１７７】
　メラミン樹脂［三井サイテック社製 商品名「サイメル３０３」、ヘキサメトキシメチ
ルメラミン、質量平均分子量３９０、固形分１００質量％] ：９９質量部と、シリコーン
化合物としてのシラノール末端ポリジメチルシロキサン［信越化学工業（株）製、ＫＦ-
９７０１、固形分１００質量％] ：１質量部と、酸性触媒としてのｐ－トルエンスルホン
酸：５質量部と、イソプロピルアルコールとイソブチルアルコールとの混合溶媒（質量比
率４／１）と、を混合して固形分１５質量％の剥離剤層形成用組成物を得た。
【０１７８】
　（比較例４）
　下記のようにして得られた剥離剤層形成用組成物を用いた以外は、実施例１と同様にし
てグリーンシート製造用剥離フィルムを作製した。
【０１７９】
　メラミン樹脂［三井サイテック社製 商品名「サイメル３０３」、ヘキサメトキシメチ
ルメラミン、質量平均分子量３９０、固形分１００質量％] ：８０質量部と、シリコーン
化合物としてのシラノール末端ポリジメチルシロキサン［信越化学工業（株）製、ＫＦ-
９７０１、固形分１００質量％] ：２０質量部と、酸性触媒としてのｐ－トルエンスルホ
ン酸：５質量部と、イソプロピルアルコールとイソブチルアルコールとの混合溶媒（質量
比率４／１）と、を混合して固形分１５質量％の剥離剤層形成用組成物を得た。
【０１８０】
　（比較例５）
　下記のようにして得られた平滑化層形成用組成物と剥離剤層形成用組成物とを用いた以
外は、実施例１と同様にしてグリーンシート製造用剥離フィルムを作製した。
【０１８１】
　ステアリル変性アルキド化合物とメチル化メラミン化合物との混合物［日立化成ポリマ
ー株式会社製、商品名「テスファイン３０３」、質量平均分子量１５０００、固形分４８
質量％］：１００質量部と、酸性触媒としてのｐ－トルエンスルホン酸：３質量部と、イ
ソプロピルアルコールとイソブチルアルコールとの混合溶媒（質量比率４／１）と、を混
合して固形分１５質量％の平滑化層形成用組成物を得た。
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【０１８２】
　また、ステアリル変性アルキド化合物とメチル化メラミン化合物との混合物［日立化成
ポリマー株式会社製、商品名「テスファイン３０３」、質量平均分子量１５０００、固形
分４８質量％］：１００質量部と、シリコーン化合物としてのシラノール末端ポリジメチ
ルシロキサン［信越化学工業（株）製、ＫＦ-９７０１、固形分１００質量％]：２．５３
質量部と、酸性触媒としてのｐ－トルエンスルホン酸：３質量部と、イソプロピルアルコ
ールとイソブチルアルコールとの混合溶媒（質量比率４／１）と、を混合して固形分１５
質量％の剥離剤層形成用組成物を得た。
【０１８３】
　（比較例６）
　下記のようにして得られた平滑化層形成用組成物と剥離剤層形成用組成物とを用いた以
外は、実施例１と同様にしてグリーンシート製造用剥離フィルムを作製した。
【０１８４】
　ポリエステル化合物［東洋紡績（株）製、商品名「バイロン２０ＳＳ」、固形分３０質
量％、質量平均分子量３０００］：８０質量部と、架橋剤としてのメチル化メラミン化合
物［日立化成ポリマー株式会社製、商品名「テスファイン２００」、固形分８０質量％］
：２０質量部の混合物：１００質量部と、酸性触媒としてのｐ－トルエンスルホン酸：３
質量部と、トルエンとメチルエチルケトンとの混合溶媒（質量比率１／１）と、を混合し
て固形分１５質量％の平滑化層形成用組成物を得た。
【０１８５】
　また、ポリエステル化合物［東洋紡績（株）製、商品名「バイロン２０ＳＳ」、固形分
３０質量％、質量平均分子量３０００］：８０質量部と、架橋剤としてのメチル化メラミ
ン化合物［日立化成ポリマー株式会社製、商品名「テスファイン２００」、固形分８０質
量％]：２０質量部の混合物：９５質量部と、シリコーン化合物としてのシラノール末端
ポリジメチルシロキサン［信越化学工業（株）製、ＫＦ-９７０１、固形分１００質量％]
：２．１質量部と、酸性触媒としてのｐ－トルエンスルホン酸：３質量部と、トルエンと
メチルエチルケトンとの混合溶媒（質量比率１／１）と、を混合して固形分１５質量％の
剥離剤層形成用組成物を得た。
【０１８６】
　（比較例７）
　下記のようにして得られた平滑化層形成用組成物と剥離剤層形成用組成物とを用いた以
外は、実施例１と同様にしてグリーンシート製造用剥離フィルムを作製した。
直鎖オクチル化メラミン樹脂［三羽研究所製、商品名「ＲＰ－３０」、固形分濃度３０質
量％、質量平均分子量２０００]１００質量部、酸性触媒としてのｐ－トルエンスルホン
酸５質量部と、トルエン／メチルエチルケトンとの混合溶媒（質量比率１／１）と、を混
合して固形分１５質量％の平滑化層形成用組成物を得た。
【０１８７】
　また、直鎖オクチル化メラミンホルム樹脂［三羽研究所製、商品名「ＲＰ－３０」、固
形分濃度３０質量％、質量平均分子量２０００]１００質量部、シリコーン化合物として
のシラノール末端ポリジメチルシロキサン［信越化学工業（株）製、ＫＦ-９７０１、固
形分１００質量％] ：１．５８質量部と、酸性触媒としてのｐ－トルエンスルホン酸５質
量部と、トルエン／メチルエチルケトンとの混合溶媒（質量比率１／１）と、を混合して
固形分１５質量％の剥離剤層形成用組成物を得た。
【０１８８】
　各実施例および各比較例のグリーンシート製造用剥離フィルムの構成等を表１にまとめ
て示した。
【０１８９】
　なお、表中、メラミン樹脂［三井サイテック社製 商品名「サイメル３０３」、ヘキサ
メトキシメチルメラミン、質量平均分子量３９０、固形分１００質量％]を「Ａ１」、グ
リコール系化合物［２－メチル－１，３－プロパンジオール、東京化成工業社製、質量平
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均分子量９０、固形分１００％]を「Ａ２」、ステアリル変性アルキド化合物とメチル化
メラミン化合物との混合物［日立化成ポリマー株式会社製、商品名「テスファイン３０３
」、質量平均分子量１５０００、固形分４８質量％］を「Ａ３」、ポリエステル化合物［
東洋紡績（株）製、商品名「バイロン２０ＳＳ」、固形分３０質量％、質量平均分子量３
０００］８０質量部と、架橋剤としてのメチル化メラミン化合物［日立化成ポリマー株式
会社製、商品名「テスファイン２００」、固形分８０質量％]：２０質量部の混合物を「
Ａ４」、直鎖オクチル化メラミン樹脂［三羽研究所製、商品名「ＲＰ－３０」、固形分濃
度３０質量％、質量平均分子量２０００］を「Ａ５」と示した。
【０１９０】
　また、各実施例および各比較例の基材、平滑化層および剥離剤層の平均膜厚は、それぞ
れ、反射式膜厚計「Ｆ２０」［フィルメトリクス株式会社製］にて測定した。なお、前記
平均膜厚は、前記反射式膜厚計を用いて、１０ｍｍ×１００ｍｍに裁断した剥離フィルム
中の任意の１２箇所における膜厚を測定し、測定した１２箇所の値のうち最大値および最
小値を除いた１０個所の値の平均値を算出することにより求めた値である。
【０１９１】
　また、基材の第１の面の算術平均粗さＲａ２および最大突起高さＲｐ２、基材の第２の
面の算術平均粗さＲａ３および最大突起高さＲｐ３、平滑化層の第３の面の算術平均粗さ
Ｒａ４および最大突起高さＲｐ４、剥離剤層の外表面の算術平均粗さＲａ１および最大突
起高さＲｐ１は、それぞれ、ガラス板に両面テープを貼付し、両面テープ上に測定する側
の面の反対面がガラス板側になるようにして固定し、光干渉式表面形状観察装置（商品面
「ＷＹＫＯ－１１００」、株式会社Ｖｅｅｃｏ社製）を用いて測定した。なお、上記測定
条件は、ＰＳＩモード、５０倍率にて、測定範囲：９１．２×１１９．８μｍとした。
【０１９２】



(24) JP 6208047 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

【表１】

【０１９３】
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　［２］評価
　以上のようにして得られたグリーンシート製造用剥離フィルムに関して、以下のような
評価を行った。
【０１９４】
［２．１］スラリー塗工性評価
　チタン酸バリウム粉末［堺化学工業社製、商品名「ＢＴ－０３」、ＢａＴｉＯ３］：１
００質量部と、バインダーとしてのポリビニルブチラール［積水化学工業社製，商品名「
エスレックＢ・Ｋ　ＢＭ－２」］：８質量部と、可塑剤としてのフタル酸ジオクチル［関
東化学社製、商品名「フタル酸ジオクチル　鹿１級」］：４質量部との混合物に、トルエ
ン／エタノール混合溶媒（質量比６／４）：１３５質量部とを加え、これらをボールミル
にて混合分散させて、セラミックスラリーを調製した。
【０１９５】
　次に、各実施例、および各比較例で得られた剥離フィルムの外表面（剥離剤層の外表面
）に、上記セラミックスラリーをダイコーターにて、乾燥後の厚さが１μｍになるように
、幅２５０ｍｍ、長さ１０ｍに渡り塗布し、これを８０℃で１分間乾燥させた。これによ
り、外表面上にグリーンシートが形成された剥離フィルムを得た。
【０１９６】
　その後、グリーンシートが形成された剥離フィルムについて、剥離フィルム側から蛍光
灯にて光を照射して、グリーンシート面を目視で観察し、以下の判断基準でスラリーの塗
工性を評価した。
【０１９７】
　　Ａ：グリーンシートにピンホールが無かった。
　　Ｂ：グリーンシートに１～５個のピンホールが見つかった。
　　Ｃ：グリーンシートに６個以上のピンホールが見つかった。
【０１９８】
［２．２］グリーンシート剥離性評価
　前記［２．１］で形成したグリーンシートを、剥離フィルムから剥離し、以下の判断基
準でグリーンシートの剥離性を評価した。
【０１９９】
　　Ａ：グリーンシートが破れることなく、スムーズに剥離できた。また、剥離剤層上に
グリーンシートが残らなかった。
【０２００】
　　Ｂ：グリーンシートが破れることなく、ややスムーズさに欠けるものの剥離でき、剥
離剤層上にグリーンシートが残らなかった。
【０２０１】
　　Ｃ：グリーンシートを剥離するときに、グリーンシートが破れるか、または剥離でき
なかった。
【０２０２】
［２．３］剥離剤層の欠陥評価（剥離剤層の凹部数評価）
　ポリビニルブチラール樹脂をトルエン／エタノール混合溶媒（質量比６／４）にて溶解
した塗工液を、各実施例および比較例で得られた剥離フィルムの外表面（剥離剤層の外表
面）に上に、乾燥後の厚さが３μｍとなるように塗布し、８０℃で１分間乾燥させた。こ
れにより、剥離フィルム上にポリビニルブチラール樹脂層を形成した。
【０２０３】
　次いで、ポリビニルブチラール樹脂層の表面にポリエステル粘着テープ［日東電工（株
）製、商品名：Ｎｏ．３１Ｂ］を貼付した。
【０２０４】
　次いで、剥離フィルムをポリビニルブチラール樹脂層から剥離し、ポリビニルブチラー
ル樹脂層をポリエステルテープに転写させた。
【０２０５】
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　次いで、剥離フィルムの剥離剤層に接触していたポリビニルブチラール樹脂層の面につ
いて、光干渉式表面形状観察装置「ＷＹＫＯ－１１００」［株式会社Ｖｅｅｃｏ社製］を
用いて観察した。ＰＳＩモード、５０倍率にて、９１．２×１１９．８μｍでの範囲内に
確認される剥離剤層の形状が転写された深さ１５０ｎｍ以上の凹部を数え、以下の判断基
準で剥離剤層の凹部数を評価した。
【０２０６】
　　Ａ：凹部の数が０個である。
　　Ｂ：凹部の数が１～５個である。
　　Ｃ：凹部の数が６個以上である。
【０２０７】
　なお、上記基準Ｃと評価されたグリーンシート製造用剥離フィルムを用いてグリーンシ
ートを作製し、そのグリーンシートを用いてコンデンサを作製した場合、耐電圧低下によ
るショートが発生し易い傾向があった。
　これらの結果を表２に示す。
【０２０８】
【表２】

【０２０９】
　表２から明らかなように、本発明のグリーンシート製造用剥離フィルムは、セラミック
スラリーの塗工性や、成膜されたグリーンシートの剥離性に優れていた。また、本発明の
グリーンシート製造用剥離フィルムは、剥離剤層の凹部数の評価から、グリーンシートに
ピンホールや部分的な厚みのばらつきが発生することを抑制させる効果があることが判っ
た。これに対して、比較例では満足な結果が得られなかった。
【符号の説明】
【０２１０】
１・・・グリーンシート製造用剥離フィルム（剥離フィルム）
１１・・・基材
１１１・・・第１の面
１１２・・・第２の面（剥離フィルムの裏面）
１２・・・平滑化層
１２１・・・第３の面（基材と反対の面）
１３・・・剥離剤層
１３１・・・外表面
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